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（要 旨）

たばこ税増税反対についての請願

（理 由）

たばこ税については現在、厚生労働部会が「たばこ税増税」を

重点要望事項とするなど、たばこ税増税に向けた動きが強まりつ

つあります。

一方、地方財政は地方交付税が大幅に削減されるなど、厳しい

財源不足にある中、地方たばこ税は極めて貴重な一般財源となっ

ており、平成１８年度における宮崎県の地方たばこ税（県税・市

町村税を含む）は約９６億円にのぼり、地方税に占める割合は４．

５％に達しております。

たばこはあくまで合法の嗜好品です。また、たばこ税は国・地

方を合わせてすでに６０％を超えるなど、国内の担税物品の中で

も最高の税率となっており、製品たばこの消費量が９年連続で減

請願の件名 少している中、その担税力はすでに限界に達していると言わざる

を得ません。

このような中、たばこ税増税が強行されれば、たばこ離れに一

層拍車がかかり、たばこの消費量が大幅に減少することは避けら

れず、その結果、宮崎県においても貴重な一般財源である地方た

ばこ税は、過去の例から見ても、税収減につながることは明らか

であります。

ついては、今後とも、地方たばこ税の安定確保を図るため、次

の理由により、たばこ税増税が行なわれることのないよう強く要

望致します。

１．たばこは、すでに担税物品の中でも最も高率の６０％を越え

る税を負担している。たばこという特定の商品のみに、安易にこ

れ以上の税負担を強いることは、税の公平性を著しく欠くもので

ある。さらなる増税は愛煙家やたばこ産業に携わる者ばかりか、

到底国民の納得は得られない。

２．喫煙規制強化ならびに成年人口減少などの構造的要因により

９年連続でたばこの消費量が減少している中、更なるたばこ税増

税が強行されれば、たばこ離れに一層拍車がかかり、貴重な一般

財源である地方たばこ税の税収減につながることは、過去の例か

ら見ても明らかである。



３．一部には、たばこの消費削減を目的としたたばこ税増税論が

あるものの、たばこは合法の嗜好品であり、喫煙するか否かは、

あくまで成人各人が判断すべき問題である。

４．さらなるたばこ税増税が強行されれば、たばこ耕作者、たば

こ小売業者をはじめとする我が国たばこ産業全体に壊滅的な打撃

を与えることとなり、地域経済、地域農業にも計り知れない影響

を及ぼすことになる。
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